
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙５】関連する法令等及び基準・ 

指針・仕様書等 
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1. 関連する法令等及び基準・指針・仕様書等 

1-1 関係法令等 

・下水道法 

・河川法 

・都市計画法 

・環境基本法 

・消防法 

・悪臭防止法 

・大気汚染防止法 

・騒音規制法 

・振動規制法 

・水質汚濁防止法 

・土壌汚染対策法 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・建築基準法 

・労働基準法 

・労働安全衛生法 

・職業安定法 

・労働者災害補償保険法 

・電気事業法 

・建設業法 

・ガス事業法 

・高圧ガス保安法 

・ガス工作物の技術上の基準を定める省令 

・公共工事の品質確保の促進に関する法律 

・エネルギーの使用の合理化に関する法律 

・計量法 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

・建築物の耐震改修の促進に関する法律 

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

・景観法 

・航空法 

・民間活力の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

・特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

・沖縄県生活環境保全条例 

・沖縄県の関連条例 

・その他関係する法令、規則、条例、要綱、通達、通知等 
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1-2 基準、指針、仕様書等 

（１）共通 

・土木工事等共通仕様書（沖縄県土木建築部） 

・土木工事施工管理基準及び規格値（令和 6 年 7月）（沖縄県土木建築部） 

・土木工事設計要領（沖縄県土木建築部） 

・設計業務共通仕様書（沖縄県土木建築部） 

・建築設計業務委託共通仕様書（沖縄県土木建築部） 

・測量業務共通仕様書（沖縄県土木建築部） 

・地質・土質調査業務共通仕様書（沖縄県土木建築部） 

・磁気探査実施要領（沖縄県土木建築部） 

・現場技術業務共通仕様書（沖縄県土木建築部） 

・機械・電気設備工事一般仕様書（沖縄県下水道事務所） 

・下水道終末処理場，ポンプ場実施設計業務委託標準仕様書（案）（国土交通省

都市・地域整備局下水道部） 

・下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道協会） 

・下水道維持管理指針（日本下水道協会） 

・下水道施設の耐震対策指針と解説（日本下水道協会） 

・下水道施設耐震計算例-処理場・ポンプ場編（日本下水道協会） 

 

（２）土木・建築・建築機械設備・建築電気設備工事関係 

・公共建築工事標準仕様書（公共建築協会） 

・コンクリート標準示方書（土木学会） 

・道路橋示方書・同解説（日本道路協会） 

・共同溝設計指針（日本道路協会） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計法（日本建築学会） 

・鉄筋コンクリート造建物の靭性保証型耐震設計指針・同解説-許容応力度設計法

（日本建築学会） 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会） 

・鉄筋コンクリート造建築物の収縮ひび割れ制御設計・建設指針・同解説（日本

建築学会） 

・鋼構造設計規準（日本建築学会） 

・建築基礎構造設計指針（日本建築学会） 

・建築物荷重指針・同解説（日本建築学会） 

・壁式構造関係設計規準集・同解説 壁式鉄筋コンクリート造編（日本建築学会） 

・建築耐震設計における保有耐力と変形性能（日本建築学会） 

・地震力に対する建築物の基礎の設計指針（日本建築センター） 

・プレストレストコンクリート設計建設規準・同解説（日本建築学会） 
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・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 建築設備設計基準（公共建築協会） 

・国土交通大臣官房官庁営繕部設備課監修 建築工事標準詳細図（公共建築協会） 

・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編、

電気設備工事編）（公共建築協会） 

・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編、

電気設備工事編）（公共建築協会） 

・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 機械設備工事監理指針、電気設備工事監理指

針（公共建築協会） 

・国土交通大臣官房技術調査室土木研究所監修 土木構造物設計ガイドライン（全

日本建設技術協会） 

・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（公

共建築協会） 

・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 建築構造設計基準及び解説（公共建築協会） 

・国土交通大臣官房官庁営繕部監修 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 

・建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 

・建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省土地・建設産業局） 

・建築工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

・建設機械施工安全技術指針（国土交通省） 

・低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省） 

・空気調査・衛生工学会規格（JEM） 

 

（３）プラント機械・プラント電気工事関係 

・日本産業規格（JIS） 

・電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 

・日本電機工業会標準規格（JEM） 

・日本電線工業会標準規格（JCS） 

・日本下水道協会規格（JSWAS） 

・日本水道協会規格（JWWA） 

・電気設備技術基準・内線規程（社団法人日本電気協会） 

・工場電気設備防爆指針（社団法人産業安全技術協会） 

・日本照明器具工業会規格（社団法人照明学会） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙６】取り合い点の概要 
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1. 本事業における取り合い点（責任分界点） 

 

（１）消化ガス配管、ろ過水管、上水管 

 

 

（２）加温設備 

 

  

消化ガス発電施設

発電設備用地

既設消化ガス配管、既設上水管、
既設ろ過水管に接続

事業者責任範囲
既設
計量装置（事業者責任範囲）

熱交換器 温水器

消化ガス発電施設

（事業者）

P P

温水循環ポンプ

温水ヘッダ（往）

温水ヘッダ（復）

事業者責任範囲

既設温水配管に接続
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（３）制御・計測信号 

信号系の取り合いについては今後詳細を検討するが、現時点では以下を想定する。 

 

①消化ガス発電設備専用の監視端末 PCを民間事業者が設置する場合 

 

 

 

②監視制御システムの機能増設工事を民間事業者が実施する場合 

 

 

 

 

消化ガス発電施設

発電設備用地

事業者責任範囲

必要な制御信号

信号ケーブル

信号ケーブル

監視端末PC
(管理棟監視室に設置)

受変電設備

（受電棟）
電力ケーブル

消化ガス発電施設

発電設備用地

事業者責任範囲

信号ケーブル

（受電棟）

受変電設備
電力ケーブル

監視制御設備の機能増設
(管理棟監視室に設置)

監視制御設備



























現在、無加温

→210kW

→210kW

１,２,４号の熱交換器、容量
　Q＝210kW×3台
　 ＝630kW

●現在、８号消化タンク工事中。
供用開始後、１，２号消化タンクは休止予定。
ただし、運用上、10年程度は継続運用する可能性あり。



430kW

450kW×2台

430kW×1台

５～７号の熱交換器、容量
　Q＝430kW＋450kW×2台
　 ＝1330kW



430kW×1台

●８号消化タンク、建設工事中。
　供用開始後、１，２号消化タンクは休止予定


